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Information　健康福祉課

原子力災害被災地域における医療・介護保険料など
減免措置に係る令和６年度以降の取扱い
　平成23年３月11日に発生した東日本大震災および
福島第一原子力発電所事故に伴う医療・介護保険など
の一部負担金や保険料（税）の免除措置について、一
定以上の所得者を除き継続されております。
　減免措置の見直しについては、令和３年３月９日に
閣議決定された「「第２期復興・創生期間」以降にお
ける東日本大震災からの復興の基本方針」において、
「被保険者間の公平性などの観点から、避難指示解除
の状況も踏まえ、適切な周知期間を設けつつ、激変緩
和措置を講じながら、適切に見直しを行う」こととさ
れております。
　この閣議決定を踏まえた国からの令和４年４月８日
付け通知に基づき、令和６年度以降の取扱いは右のと
おりとなります。

■ 平成23年３月11日時点で広野町に住民票があった
方（または世帯）（※）
※平成26年度までに避難指示などが解除された地域
　・�国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の
　　保険料（税）
　　　令和４年度まで・・・全額減免
　　　令和５年度　　・・・１／２減免
　　　令和６年度以降・・・減免終了
　・�国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の
　　一部負担金（利用者負担）
　　　令和７年３月末まで　・・・免除継続
　　　令和７年４月１日以降・・・免除終了
　平成23年３月11日時点で平成27年度以降に避難
指示などが解除された地域に住民票があった方は、減
免措置の終了時期が上記とは異なります。詳しくは、
平成23年３月11日時点で住民票のあった自治体へお
問合せください。
問 �広野町　健康福祉課　☎0240ｰ27ｰ2113

Information　生涯学習課

第63回福島県芸術祭の開催
　令和６年度第63回福島県芸術祭を下記のとおり開
催します。福島県芸術祭は、県民による文化の公演発
表の促進、県民への芸術鑑賞機会の提供及び芸術文化
団体等の活動促進を目的として毎年開催されている文
化行事です。今年度は相双地区を重点地区として開催
され、双葉郡富岡町において開幕式典・開幕行事が行
われます。たくさんのご来場お待ちしています。
■ 開 催 日　令和６年９月１日（日）
■開幕式典　午前11時～正午
■開幕行事　午後１時～午後４時

■会　　場　富岡町文化交流センター学びの森
■入 場 料　無料
■出演団体　相双地区の12団体
　　　　　　広野町からは「広野昇龍太鼓」が出演
　（出演時間：午後２時15分～午後２時25分予定）
　イベント当日の詳細については、
福島県HPをご覧ください。

問 �広野町　生涯学習課（広野町公民館）
☎0240ｰ27ｰ3244

Information　ふたばワールド2024運営事務局

「ふたばワールド2024 in ひろの」の開催
　「ふたばワールド2024inひろの　みんなで歩む…
ふるさとふたばの未来」を下記のとおり開催します。
ふたばワールドは震災・原発事故により、避難した住
民の絆を繋ぐことはもとより、移住された方々やこの
地方に思いを寄せている方々とも交流を図り、「ふる
さとふたば」の絆の和を広げ、双葉地方の更なる振興
を図ることを目的として毎年開催されています。
　今年度は二ツ沼総合公園を会場に開催し、ステージ
ショーやたくさんのイベントを企画しています。ぜひ、
ご来場ください。

■開催日時　令和６年９月14日（土）
　　　　　　午前10時～午後３時
■会　　場　二ツ沼総合公園
■入 場 料　無料
■イベント（メインステージ）

10時00分 オープニングセレモニー
10時45分 地元芸能団体ステージ

11時00分 ゲストトークライブ
「本並健治・丸山桂里奈夫妻」

11時30分 地元芸能団体ステージ
12時00分 大鍋プロジェクトPRステージ
13時00分 ものまねショー「ほいけんた」
13時30分 地元芸能団体ステージ
14時25分 スペシャルライブ「イルカ」
14時55分 グランドフィナーレ

（サブステージ）
○ポケモングリーティング&撮影会
○福島テレビ　番組中継

（イベントブース）
○ステージパフォーマンスの「ふたば伝承隊」
○体験コーナーの「まるごとふたば体験工房」
○各種団体の展示・PR「ふたば地方なう。」
○飲食・物販の「ふたばふるさとマルシェ」
〇�カンニング竹山さんが作る「ふたばの大鍋プロジェ
クト」ふたばの特産を活かした「竹山鍋」
※無料、先着1,000食振る舞い
・配布開始：午前11時30分から
・整理券は大鍋コーナーで午前10時から配布
※先着順
■駐 車 場
・二ツ沼総合公園�南側駐車場
・Jヴィレッジスタジアム臨時駐車場
・JR広野駅東側の臨時駐車場
※�駐車場、各臨時駐車場は午前８時30分から利用可
能です。
※�二ツ沼総合公園南側駐車場が満車の場合、臨時駐車
場をご利用ください。
※�臨時駐車場からは無料シャトルバスを運行します。
シャトルバスは午前８時45分から運行を開始し、
15分間隔で随時運行します。
※�お身体の不自由な方には、二ツ沼総合公園南側駐車
場に専用駐車場をご用意しています。
■そ の 他　�イベントの詳細は特設ホーム
　　　　　　ページをご確認ください。
　https://futabaworld2024.com/　
問 �ふたばワールド2024運営事務局
((株)サードステージ内)�　☎022ｰ796ｰ3039�
※平日（土・日・祝日を除く）�午前10時～午後６時

Information　健康福祉課

定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付
（定額減税補足給付金）のご案内
　令和６年分の所得税、令和６年度の個人住民税にお
いて実施される定額減税の実施対象者のうち、定額減
税可能額が税額を上回り減税しきれないと見込まれる
方に対し、その差額を給付金として支給します。
■支給対象者および支給額
　次に掲げる（１）と（２）の合計額が１円以上発生す
る課税者に対し、その金額を給付金として支給しま
す。なお、１万円未満の端数は１万円に切り上げます。
（１）�個人住民税所得割分定額減税可能額－令和６

年度分個人住民税所得割額
（２）�所得税分定額減税可能額－令和６年度分推計

所得税額（令和５年分所得税額）
　なお、（１）および（２）の「定額減税課税可能額」
とは、次の表で計算した金額となります。

個人住民税所得割分 所得税分
１万円×減税対象人数

（※１）
３万円×減税対象人数

（※１）

※１…�減税対象人数とは、納税者本人と控除対象配偶者
（※２）、扶養親族（16歳未満の扶養親族を含みます）
（※２）の合計人数を指します。

※２…�「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住
者は除外します。

■手続きについて
　支給確認書による手続きが必要です。
　給付金の支給対象となる方に対し、７月に手続き
に係る書類を発送しております。
　なお、令和６年６月３日以降に修正申告をされた
場合は、給付金の受給資格および支給額について確
認を行う必要があることから、健康福祉課までお問
い合わせください。
※�令和６年１月２日以降に広野町へ転入された方につ
いては、令和６年１月１日時点で住所を有していた
市区町村へお問い合わせください。
■受付期間　令和６年10月31日（木）まで
問 �広野町　健康福祉課　☎0240ｰ27ｰ2113


